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令和７年10月末現在の実績事業等具体的な取組

一般相談：1,940件、専門相談：35件、申立支援：735件一般相談・専門相談、申立支援

①利用しやすい成年後見
制度の運用

推薦 39件（弁護士６、司法書士22、社会福祉士10、区民後見人１）
登録 153名＋１団体（弁護士50、司法書士60、社会福祉士23、税理士１、

区民後見人19、港区社会福祉協議会）
港区成年後見人等候補者の推薦

助成 ０件港区成年後見制度申立経費助成事業

助成 23件（区長申立案件以外：16件、区長申立案件：７件）港区成年後見人等報酬助成事業

627件実務支援

②利用者の意思決定支援や
身上保護の側面を重視し
た運用

第１回：６月３日 参加者20名（定員20名）
第２回：11月14日 開催予定
第３回：２月頃 開催予定

成年後見人等の連絡会（後見人等の座談会）
（年３回）

10月９日開催 詳細はスライド２ページを参照港区成年後見人等登録者連絡会

港区成年後見人等登録者連絡会や研修会等において、港区の取組を説明意思決定支援の関係者への普及啓発

区長申立件数 ６件成年後見制度区長申立③区長申立の適切な実施

【施策３】成年後見制度の理解と利用の促進

（１）適切かつ安心な成年後見制度の運用
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港区の成年後見人等候補者登録台帳の登録者向けの連絡会を、シンポジウムをメインとして開催しました。シンポ
ジウムでは、成年後見制度を現在利用している被保佐人とその保佐人である社会福祉士に登壇していただき、被保佐
人の声、シンポジストの意見を聴くことで、後見活動を考える機会になりました。また、その後のグループワークで
は各グループに港区社会福祉協議会の職員等も入り、後見人等として活動する専門職や区民後見人、地域の福祉関係
者等、それぞれの立場から意見交換をすることができ、関係者間の連携強化につながりました。

令和７年10月９日（木）14時00分～16時00分日時

リーブラホール（みなとパーク芝浦１階）※参集のみ会場

港区成年後見人等候補者登録台帳登録者 151名（令和７年９月末現在）
弁護士49名、司法書士59名、社会福祉士23名、税理士１名、区民後見人19名、港区社会福祉協議会

対象

89名 弁護士15名、司法書士31名、社会福祉士13名、区民後見人10名、
その他（港区社会福祉協議会職員、高齢者相談センター職員、各総合支所区民課保健福祉係職員）20名

参加者

当事者の声を聴いてみた！意思決定支援とはどういうことかテーマ

・港区の権利擁護支援チームの取組について
・シンポジウム『当事者の声を聴いてみた！意思決定支援とはどういうことか』

・成年後見制度の終了を望んでいる方のケース
・成年後見制度の利用３年目の方のケース

・グループワーク（シンポジウムを受けての意見交換）
・港区からのお知らせ

内容
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■港区成年後見人等登録者連絡会



令和７年10月末現在の実績事業等具体的な取組

第１回：６月９日、第２回：12月８日 開催予定港区成年後見制度利用促進協議会（年２回）

①権利擁護支援の地域連携
ネットワークの拡充

第１回：７月16日、第２回：10月29日、第３回：２月18日 開催予定
港区成年後見地域連携ネットワーク連絡会

（年３回）

第１回：５月15日、第２回：12月24日 開催予定港区成年後見制度担当者連携会議（年２回）

中核機関運営会議 月１回 計７回開催中核機関の運営

・募集期間：７月17日～８月８日
・基礎講習：５日間（11月～12月）

区民後見人等候補者養成

②法人後見を含む成年後見等
の担い手の確保・育成等の
推進

１年目向け研修：年10回程度

・２年目以降向け研修：年４回程度
・中央区との合同研修会 港区参加者10名

【実績（港社協）】
港区社会福祉協議会法人後見事業：受任中４件
区民後見人の成年後見監督人等：受任中９件

法人後見活動の促進

親族後見人カフェ 12月６日 開催予定
親族後見人への支援

・親族後見人等向け情報交換会（年１回）

第１回：８月26日 参加者31名
第２回：２月 開催予定

・親族向け後見人等講座（年２回）

Vol.11：11月発行、Vol.12：２月発行予定
・親族後見人等向けニュースレターの発行
（年２回）

権利擁護支援チーム会議の開催64回権利擁護支援チーム
③権利擁護支援の
「チーム」による対応強化

【施策３】成年後見制度の理解と利用の促進

（２）権利擁護支援の推進
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港区における成年後見制度の地域連携ネットワークの構築を推進し、そのネットワークを効果的に機能させるため、関係
団体と港区成年後見地域連携ネットワーク連絡会を開催しています。各回でテーマを設け、区の担当職員や関係団体に成年
後見制度に関連する制度の説明をしていただき、事例を交えた意見交換をしたことで、成年後見制度に活かすための知識を
深める機会となりました。
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第２回第１回

令和７年10月29日（水）15時～16時30分（オンライン併用）令和７年７月16日（水）15時～16時30分（オンライン併用）日時

13名※11名※参加者

「成年後見制度の方向性と社会福祉士としての取り組み等について」「消費者センターにおける消費生活相談の状況について」内容

社会福祉士港区立消費者センター職員講師

・支援している人たちが同じ方向を向かないとチームで支援がで
きないと感じた。

・この場で担当しているケースについて相談することができ、他
職種の専門職との意見交換ができた。

・在宅で生活する認知症高齢者の支援の際、不要な契約や購入が
問題となることがあったが成年後見人等の受任後は事業者対応
がスムーズになり、生活が守られると実感した。

・せっかくの地域連携の会議なので、港法曹会と消費者センター
が連携し、迅速に対応できる体制を整えてほしいと感じた。

主な
意見

当日の
様子

※参加団体 14団体（順不同）

一般社団法人 東京都港区医師会、港法曹会、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート東京支部、公益社団法人 東京社会福祉士会、

東京税理士会 芝支部、東京税理士会 麻布支部、東京都行政書士会 港支部、港区しんきん協議会、港区民生委員・児童委員協議会、港区心身

障害児・者団体連合会、公益社団法人 港区シルバー人材センター、産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター、一般社団法人 港区介護

事業者連絡協議会、麻布地区高齢者相談センター

■港区成年後見地域連携ネットワーク連絡会



令和７年10月末現在の実績事業等具体的な取組

啓発グッズの作成（10月）、各講演会や講座について広報紙やXにて随時周知
複数ツールを活用した周知啓発

・リーフレット、啓発グッズ、SNS等

①成年後見制度の周知啓発

ミニ講座＆出張相談会 計４回実施 参加者計60名・出張相談会（ミニ講座）

出前講座 計５回実施 参加者計96名
支援者向けミニ講座 １回実施 参加者計７名

・出前講座、支援者向けミニ講座

第１回 ７月25日 参加者20名（定員40名）
第２回 11月25日 開催予定

講演会等の実施
・区民向け講演会（年２回）

講演会＆相談会
６月22日開催 詳細はスライド６ページを参照

・関係団体との共催による講演会等
（年１回）

・民生委員・児童委員向け研修会（５地区実施） 参加者：合計97名
・介護事業者等向け研修会（年２回）

第１回：12月11日 開催予定
第２回：３月 開催予定

地域連携ネットワーク関係者向け研修会

第１回 ５月19日 参加者26名（定員20名）
第２回 12月24日 開催予定

関係機関を対象とした研修会（年２回）

Vol.13 ６月発行、Vol.14 １月発行予定ニュースレター発行（年２回）

・講演会等で「わたしのこれから整理帳」を配布
・各講座の教材として使用し、活用方法を説明

「わたしのこれから整理帳」の活用
②「早期からの意思決定の重要性」

の普及・啓発

第１回：６月３日 参加者20名（定員20名）
第２回：11月14日 開催予定
第３回：１月頃 開催予定

成年後見人等の座談会【再掲】

③成年後見人等への支援

10月９日開催 詳細はスライド２ページを参照港区成年後見人等登録者連絡会【再掲】

必要な手続きや他区の実施状況について情報収集各種窓口に適切な後見人等への対応依頼
④各種手続きにおける

成年後見等業務の円滑化
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【施策３】成年後見制度の理解と利用の促進

（３）成年後見制度の理解促進



■権利擁護センター及び成年後見制度の周知啓発

６

・権利擁護センター サポートみなとリーフレットの配布

関係機関等の窓口、各種出前講座などで配布しました。

■成年後見関係団体との共催による講演会＆相談会

令和７年６月22日（日）13時30分～16時20分日時

麻布区民協働スペース ※Zoomを利用したオンライン併用で開催会場

講演会 22名（参集14名/オンライン８名）、相談会 12件（参集10件/オンライン２件）
参加人数

（定員30名）

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部、東京税理士会芝支部・麻布支部、港区社会福祉協議会共催

自分らしく生きるための、準備 ～意思を伝え、想いを遺す、遺言と成年後見制度を学ぶ～テーマ

・具体的なケース紹介に加え、診断書や手続きの流れ図などの資料も配付され、非常に参考になった。
・去年から相続登記義務化が施行された事について知る事ができて良かった。
・家に帰って話し合いたいと思った。

主な感想

・“ニュース★レターみなと” の発行

区民及び地域連携ネットワークや関係団体等に向けて制度に関する

情報を発信しました。

Vol.13：特集 被後見人とのコミュニケーションで大切にしていること

（大石徹司法書士 寄稿）、サポートみなと令和６年度事業報告、

サポートみなとからのお知らせ等

・広報紙での周知

「広報みなと」や「広報紙みなと社協」にて成年後見制度利用促進事業の取組を発信しました。

▲ ニュース★レターみなとはサポートみなと

ホームページにバックナンバーを掲載中


